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ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお願い 

 

 私ども日本ウイグル協会は、数百名の在日ウイグル人によって構成され、公正

な選挙で理事を選出し、会長以下役員を選任している日本国内最大のウイグル人

の団体である。また、海外ウイグル人の国際連帯組織である世界ウイグル会議の

日本における公式の傘下団体である。 

 報道でもご存じかと思うが、いま中国共産党政権は私たちの故郷東トルキスタ

ン（新疆ウイグル自治区）でウイグル人らを無差別に収容し強制労働を強いる、

女性に不妊手術を強制する、子供を親から強制的に引き離すなど、現代のことと

は思えない人権侵害を犯しているとの専門家の報告が相次いでいる。私たち日本

在住のウイグル人も、家族との連絡も取れず、故郷に帰ることもできない状態が

続いている。親の安否が気になり危険を冒して一時帰国した在日ウイグル人女性

が、帰国後に収容され、収容中に死亡した事例も報道されている。 

 数年間に及ぶ懸命な情報収集・分析、事実確認及び国際法との照合等を経て、

世界各国の政府・議会が相次いでこれを国際法上犯罪となるジェノサイドと認定

し、中国に責任を負わせる取り組みを進めている。今年に入つてから、アメリカ

政府、カナダ議会、オランダ議会、イギリス議会、リトアニア議会、チェコ議会、

ベルギ一議会、ドイツ議会人権委員会等が相次いでジェノサイドや人道に対する

罪と認定した。ニュージーランド議会やイタリア議会も非難決議を採択してい

る。欧州ではまだいくつもの議会で同様の動きがあると報道されている。また、

先進７カ国（Ｇ７）の中では、日本を除く各国が、限定的ではあるがウイグル問

題で制裁に踏み切った。残念ながら、日本はまだ国家としての正式な意思表示が

されていない状況が続いている。 

 日本全国から既に 40 以上の地方議会がこの問題で意見書採択している状況で

ある。国政においても国会決議の提出をしていただけるよう、何卒、貴議会のお

力添えを賜るよう心から要望する。 

 どうか、国外のことと看過せず、日本国においても“調査”および“抗議など

の必要な処置”がとられるようにするため、地方自治法第 99 条に基づく意見書

を提出するようお願い申し上げる。 
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